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別添資料１４  

                                                     （第２版：R5.11.14 改正） 

 

岡山空港エプロン等の安全管理要領 

 

第１章 目的 

  この要領は、岡山空港のエプロン等の制限区域内における安全管理に関する方法等を 

定め、エプロン等における人、車両及び航空機の安全を確保することを目的とする。 

 

第２章 航空機の試運転等 

 ２－１ ジェットブラスト（ジェットエンジンの後方への激しい気流）の影響範囲は航  

空機及びエンジンの型式により異なり、離陸時や地上移動を開始する時等のエンジン  

出力の増減によっても大きく変化する。 

   また、エンジン前部の吸気口付近やプロペラ機における後流及びヘリコプターによ  

る下降流（ダウンウォッシュ）等についても、同様に危険が伴う区域が存在し、当該  

区域に人又は車両が不用意に立ち入った場合は、様々な危険状況に陥ることとなるた  

め、航空機周辺には必要のない者は近づけないとともに、エプロン内で作業を行う者  

は、これらの危険について十分に理解した上で作業を実施すること。 

  （別添資料１ ジェットブラスト等の危険区域(参考)参照） 

 

 ２－２ 制限区域内で作業を行おうとする者は、ジェットブラスト等による事故を防止  

するため、次に掲げる事項について十分に留意すること。 

 (1) ジェットブラスト等の影響を受ける可能性のある車両通行帯に設置した停止線で   

は、一時停止をして安全の確認を行うこと。 

 (2) 原則として、地上走行中の航空機の後方１００ｍ以内（ヘリコプターについては、   

下降流等による危険が伴う区域）を通過しないこと。 

   また、航空機の移動開始(Break Away）時には一時的にジェットブラスト等の影   

響を受ける範囲が更に広がることに留意すること。 

      なお、パッセンジャーステップ車のように側面積の広い車両は、ジェットブラス   

ト等の影響を受けやすいので特に注意すること。 

 

 ２－３ 航空機の運航者は、旅客をエプロン上を徒歩にて移動させる場合には、危険を  

防止するための安全上必要と認められる措置を講じること。 

 

 ２－４ エプロン上に存在するゴミ及び小石等、エンジンへ吸い込みあるいはジェット  

ブラスト等により飛散する恐れがあるものを発見した者は、可能な範囲でこれらの除  

去を行うこと。 

   なお、除去を行った場合は、必要に応じて管理事務所に報告すること。 
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２－５ 空港制限区域内で航空機のエンジンの試運転等を行おうとする者は、他の航空  

機、空港施設、車両及び地上作業員等への安全を確保するとともに、周辺地域への騒  

音等に留意すること。 

      なお、実際の試運転等については、別添細則１「航空機のエンジン試運転等につい  

て」に規定する事項を遵守すること。 

 

第３章 給油又は排油作業等 

 ３－１ 航空機燃料等の油脂類は、次に掲げるような危険性があるが、その性質・性状  

により異なるため、給油又は排油作業を実施しようとする者は、その取り扱い方法を  

熟知しておくとともに、油脂が漏れた場合の処理方法及び火災又は作業員の負傷が発  

生した場合の措置方法等について予め定めておくこと。 

      参考：安全データシート(SDS) 

  （別添資料２ 航空タービン用燃料油 Jet A1 安全データシート） 

    （別添資料３ 航空ガソリン AVGAS100 安全データシート） 

    (1) 引火又は発火による火災 

  (2) アスフアルトの融解による舗装面劣化 

  (3) エプロン隙間用目地剤の溶出によるコンクリート舗装面の破壊 

   (4) 人体皮膚への付着による化学熱症などの炎症 

  (5) 多量流出による空港内外の環境破壊 

 

 ３－２ 航空機への給油又は排油等の作業にあたっては、岡山空港条例第８条の規定及  

び次に掲げる事項を遵守し、安全を確保したうえで実施すること。 

 (1) 給油又は排油作業を行わせる者は、当該作業に従事する者の中から、法令に基づ   

く資格を有している者を責任者として定めておくこと。 

 (2) 給油又は排油作業にあたっては、消火器を備えておく等の安全措置を講ずること。 

 (3) 航空機への給油作業に従事する者は、ライター及びマッチ等発火の恐れのあるも   

のを携帯しないこと。 

 (4) 給油又は排油作業を行う車両等の停車位置は、次の事項に留意すること。 

      ａ．緊急車両の通行の妨げとならないこと 

   ｂ．緊急時における自車の離脱経路及び旅客等の避難通路を確保すること 

      ｃ．エンジン等火災を誘因する恐れがある部位は、できるだけ燃料タンク、給油口    

から避けること 

 (5) 必要のない車両及び人は、給油又は排油作業に従事している車両の付近に近付か   

せないこと。 

 (6) 給油又は排油作業中の航空機及び車両の付近において、無線及び電気設備につい   

て、火花放電を起こす恐れのあるものの操作をしないこと。 

  (7) 静電気事故を防止するため、給油又は排油作業前に給油車と航空機のボンディン 
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グアースを実施すること。 

  (8) 給油又は排油作業にあたって、事前に発雷予報の有無を確認し、空港周辺におい   

て雷が認められる場合は、給油作業の一時中止又は延期等考慮すること。 

 

 ３－３ 給油作業中において燃料漏れ等の事故が発生した場合は、「航空機(車両)燃料  

等流出に係る処理作業実施要領」に基づき処置すること。 

 

 第４章 制限区域内事故 

４－１ 制限区域内において、地上での作業又は地上の施設若しくは物件に起因する人  

の死傷又は航空機、空港施設、車両若しくはその他の物件の損傷に係る事故が発生し  

た場合、当該事故の当事者又はその事実を知った者は、人命救助、二次災害の防止、  

事故現場の現状保存及び関係機関への通報等必要な措置を行ったうえで、直ちに次に  

掲げる事項について管理事務所長に通報すること。 

  (1) 事故の発生日時及び場所 

  (2) 関係会社名並びに関係者の氏名及び年齢 

  (3) 事故の概要（発生現場の状況、人の負傷及び航空機等の破損状況） 

  (4) 航空機の運航への影響 

  (5) その他参考となる事項 

 

 ４－２ 管理事務所長は、事故の再発防止のため、次に掲げる事項に取り組むものとす  

る。 

  (1) 当該事故の状況分析及び原因の究明 

   (2) 航空会社等関係者との事故に関する情報の共有及び再発防止方法の検討 

   (3) 関係要領、手順書等の見直し及び改訂 

   (4) 再発防止策についての評価 

 

 ４－３ 事故の記録については、適切に保存するとともに、その後の安全対策に努める  

ものとする。 

   

 附 則 

     この要領は、平成２５年１２月１０日から適用する。 

 附 則 

     この要領は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

 附 則 

     この要領は、平成２８年 ３月２５日から施行する。 

 附 則 

     この要領は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

 附 則 

     この要領は、令和 ５年１１月１４日から施行する。 
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別添細則１ 航空機のエンジン試運転等について 

 

１．エンジン試運転等による影響等 

   航空機が岡山空港制限区域内においてエンジン試運転を実施する場合、実施場所、  

実施時間やエンジン出力の程度によっては、周辺に対してジェットブラスト等による  

危険や不快な騒音を発生させるおそれがあるため、管理事務所長は運航者等から航空  

機のエンジン試運転等に係る申請があった場合、それらの悪影響を最小限度にと  

どめるために所要の調整を行うものとする。 

 

２．適用されるエンジン試運転等の範囲 

   主に航空機のエンジン性能等の状態を点検する目的での試運転について適用するも  

のとする。 

   ただし、原則として航空法施行規則第 164 条の 15 に基づく離陸前の地上試運転は  

適用範囲外とするが、滑走路で行われる重量調整のためのランナップ(RunUp)等、通  

常の作動確認を超えるものについては、本規程を適用するものとする。 

   なお、回転翼航空機がホバリングを伴うエンジン試運転を実施する場合も、原則と  

して、適用の範囲内とする。 

 

３．実施の申請等 

      航空機のエンジン試運転等を実施する場合の手続き等は、次のとおりとする。 

  (1) 試運転等を実施しようとする者は、岡山空港エプロンの管理運用要領第 10 条の   

第 3 項の規定に基づき、事前に管理事務所長に次の事項を記載した申請書（参考様   

式Ａ）を提出して承認（参考様式Ｂ）を得ること。     

   (a) 実施年月日及び時間 

     (b) 運航者名等及び実施責任者並びに緊急連絡者名及び連絡先電話等 

     (c) 航空機の型式、登録記号及び最大離陸重量 

     (d) 実施目的 

     (e) 実施場所及びエンジンの排気方向（できるだけ図面を添付すること） 

     (f) エンジン出力の程度及び影響範囲（排気による危険範囲を示した図面を添付） 

     (g) その他、管理事務所長が必要と認める事項 

    (2) 前号の申請を受けた管理事務所長は、大阪航空局岡山空港出張所長と協議のうえ、   

その可否を決定する。 

    (3) 管理事務所長は、承認にあたり条件を附すことができるものとする。 

  (4) 実施者は、承認を受けた内容を変更しようとする場合は、事前に管理事務所長の   

承認を受けること。 

  (5) 試運転を終了した場合又は不具合等の発生によりエンジン試運転が継続できない   

状況に陥った場合は、速やかに管理事務所長に報告すること。 

    (6) 第 1 号の規定に拘わらず、エプロン内で行うアイドリング出力を超えない短時間

の試運転で、空港運用時間内に行われる航空運送事業に供する定期便の航空機の試

運転については、文書に替えて口頭で申請することができるものとする。 
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４．実施できる場所及び時間 

   岡山空港においては、専用の防護フェンスが設置されているエンジン試運転場が設  

置されていないため、次のとおり試運転を実施する際のエンジン出力等に制限をする。 

  (1) ジェット機、プロペラ多発飛行機及びタービン多発の回転翼航空機 

   （a）エプロン内における試運転（小型機エプロンを除く） 

     空港運用時間内（07：00～22：00）において、アイドリング出力（エンジンの出

力が最小である状態）を超えない試運転に限り、概ね連続５分間を限度に実施する

ことができるものとする。 

    (b）エプロン以外の場所での試運転 

     原則として、09：00～17：00 の間で、飛行場運用上支障がないと認めた場合    

に限り、誘導路 P4 又は P3 で実施することができるものとする。 

  (2) タービン単発の回転翼航空機及び小型レシプロ単発の航空機 

   （a）エプロン内における試運転 

     アイドリング出力を超えない試運転については、上記(1)(a)と同様の条件に基    

づき実施ができる。なお、09：00～17：00 の間であれば、周辺施設及び停留中    

の航空機に影響のない範囲にエンジン出力を制限し実施することができるものと    

する。 

     （b) エプロン以外の場所での試運転 

     09：00～17：00 の間において、飛行場運用上支障がないと認めた場合に限り、    

誘導路 P3 で実施することができるものとする。 

  (3) 特別な理由により上記(1)又は(2)の定めに従った実施が困難な場合、管理事務所   

長はその理由及び影響等を精査した上で実施の可否を判断するものとする。 

 

５．実施する際の注意事項 

   航空機のエンジン試運転を実施する場合、実施者はジェットブラスト等による危険  

や不快な騒音の発生を防止するため、試運転を実施している間、次の事項について十  

分に注意を払うものとする。 

  (1) 必ず衝突防止灯を点灯すること。 

  (2) エプロン内においては、ジェットブラスト等による影響が大きいと予想される範   

囲内に車両等が立ち入ることが無いよう所要の処置を行うこと。 

  (3) 常時監視員を配置し、ジェットブラスト等による周囲への影響、周りの航空機の   

動向、車両及び地上従事者の動静の把握を十分に行うとともに、操縦室の実施者と   

監視員の連絡を密に保ち、安全確保に努めること。 

  (4) 誘導路上においてアイドリング出力を超える試運転を行う場合、実施者は以下に   

掲げる事項について、特に注意すること。 

   （a）ジェットブラスト等による影響が、建物等の施設、人及び車両等へ及ばないこ    

と。 

   （b）ジェットブラストの危険範囲及びその周辺の地面は舗装が施されている等堅固    

な状態であり、エンジンヘの小石等の扱い込み及びジェットブラスト等による飛    

散のおそれがないことを確認すること。 
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   （c）原則として機首を風向に正対させること。また、騒音の影響は風下側が大きく    

なることに留意すること。 

     なお、ジェット機の場合は、騒音やジェットブラストによる影響を考慮し、誘    

導路 P4 上においては概ね西方向に、また、誘導路 P3 上では概ね東方向に機首    

を向けて実施することとする。 

   （d）ジェット機が誘導路 P4 及び P3 を使用する場合、北側の場周道路及び皿形水    

路を走行する車両等へのジェットブラストの影響にも十分に気を配ること。 

  (5) 試運転に伴い航空機が走行区域内に立ち入る間は、試運転実施中も含め、岡山空   

港管制所と連絡が可能な状態を維持するとともに、与えられた指示に従うこと。 

  (6) 試運転を実施している間又は終了後、航空保安施設、他の航空機、作業関係者若   

しくは地上支援車輌等に影響を与えたとき又はその疑いがあるときは、直ちに管理   

事務所長に通報すること。 

    (7) 試運転に伴い騒音等の苦情が発生した場合は、管理事務所と調整し、試運転の中   

止等誠実な対応をすること。 

    (8) 試運転を終了後は、試運転を実施した航空機は速やかに移動させる等、空港の運   

用に支障のないよう措置すること。 

 

６．試運転中止等に係る指示 

   管理事務所長は、航空機がエンジン試運転を実施中に飛行場運用上の支障や騒音苦  

情等が発生した場合、速やかに試運転実施者に対しその旨を伝え、必要に応じて試運  

転の中止等の措置をとるよう指示することができるものとする。 

     なお、試運転中止の指示を受けた場合は、速やかに航空機のエンジンを停止する等、  

実施者は管理事務所長の指示に従うこと。 

 

７．その他 

   本細則に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、管理事務所長に協議し、  

その指示に従うこと。 



様式A 　　　令和　　年　　月　　日

岡山県 岡山空港管理事務所長　　殿

　　申請者

　　航空機の試運転を実施したいので、エプロン管理運用要領第10条の規定により申請します。

トン

　滑走路　・　誘導路　・　エプロン（スポット№　　　）

参 考 事 項

使 用 日 時

使 用 しよ うと する 施 設

試 運 転 目 的

航空機試運転申請書

使 用 航 空 機 の 型 式 等

最大離陸重量

型 式

登 録 番 号

電　  話  　番  　号 　（　　　　）　　　　－

法人にあたっては、
代 表 者 の 氏 名

令和　　　年　　　月　　　日　　　　　　時　　　　分　　～　　　　時　　　　分

住   所
主たる事務
所の所在地

フ　　リ　　ガ　　ナ

氏　　 名　（名　称）



 

 

様式Ｂ    空 管 第     号 

令和  年  月  日 

 

株式会社〇〇〇〇 

代表取締役 〇〇〇〇 殿 

 

                                           岡山県岡山空港管理事務所長 

 

航空機エンジンの試運転の実施について（承認） 

 

 

 〇年〇月〇日付けで申請のあったこのことについて、次のとおり承認します。 

 

記 

 

１．申請のあった航空機試運転作業（型式〇〇、登録番号ＪＡ〇〇〇〇） 

は、〇年〇月〇日（〇）〇時〇分から〇時〇分までの間で実施すること。 

２．エンジンの運転時間は概ね５分間とすること。 

３．申請のあった作業は、〇番スポットにて機首を北に向けて実施するこ 

と。 

４．エンジンの出力はアイドリング出力を超えないこと。 

５．申請のあった作業は本県が定めた規定等を遵守し、申請者の負担と責任 

で行うこと。また、本県及び第三者に損害を生じさせた場合は、申請者が

その損害を賠償すること。 

６．本県職員及び大阪航空局岡山空港出張所長からの指示を受け取れる体 

制を構築するとともに、指示を受けたときは、速やかにその指示に従うこ

と。 

７．申請者は航空機近辺に常に監視員を配置し事故の発生に備えるととも 

に、周囲の航空機、車両、地上作業者及び施設に対して悪影響が及ぶこと

を防ぐこと。 

８．試運転を開始するときは、本県及び大阪航空局岡山空港出張所に通報す 

ること。 

９．試運転を終了したときは、直ちに周囲の施設等に損害がないこと及び周 

囲に落下物等がないことを確認し、その結果を本県に報告すること。 

 

以 上 


